
 

 

 

泉南市空き店舗等活用対策事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内及び別に市長が定める市内の賑わいエリアにおいて、空き店舗等を活用して

事業を開始しようとする事業者に対し、泉南市市費単独補助金交付事務取扱規程(昭和 48 年泉南市規

程第２号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において泉南市空き店

舗等活用対策事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することによって、空き店舗や空き家を活

用し、市内の商業施設等の空洞化の抑制、また活力と魅力ある商業の再生と振興を促進することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「空き店舗等」とは次のとおりとする。 

１ 「空き店舗」とは、過去に営業していた実績があり、泉南市商工会が確認したものをいう。（大規

模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第２条第２項に規定する大規模小売店舗内のものを除

く。） 

２ 「空家等」とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127号）（以下「空家

等対策特別措置法」という。）第２条第１項に該当するものとし、改修により店舗又は店舗兼住宅（事

業を営む区画（以下「店舗部分」という。）と居住の用に供する区画（以下「住宅部分」という。）を

有し、店舗部分と住宅部分が明確に区別できる建築物をいう。）として活用できるものをいう。ただ

し、次に該当するものは除く。 

 ア 所有権に係る登記がなされていないもの 

 イ 宅地建物取引業者（宅地建物取引業法（昭和 27年法律第 176号）第２条第３項に規定する宅地 

建物取引業者をいう。）が業として賃貸又は売買の対象としていないもの 

 ウ 空家等対策特別措置法第２条第２項に該当すると市長が認めたもの 

（補助対象者） 

第３条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満た

していなければならない。 

(１)空き店舗等を活用し、積極的に事業を営む意欲のある者。 

(２)泉南市商工会に加入し、継続して経営支援を行うことが可能な者。 

(３)次条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者。この場合において、風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条に規定する営業に該当するもの

を除く。 

(４)補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）が、事業又は営業に直接携わること。 

(５)申請者と空き店舗等の賃貸契約者又は買主は同一であること。 

(６)市町村税を滞納していないこと。 

 １ 個人の場合は、個人に係るすべての市町村税を滞納していないこと。 

 ２ 法人の場合は、法人及び代表者に係る市町村税を滞納していないこと。 

(７)空き店舗等所有者と同一世帯員又は生計を一にする者、空き店舗等所有者の配偶者、二親等の血族

及び姻族でないこと。 

(８)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する

暴力団、又は同法第２条第６号に規定する暴力団員若しくは泉南市暴力団排除条例（平成 25年泉南市



条例第 18号）第２条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

(９)許認可等を必要とする業種の起業にあたっては、既に当該許可等を受けていること。 

(１０)過去に同一店舗及び同一業種において、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。 

(１１)市内に既にある店舗の単なる移転ではないこと。 

（補助対象業種） 

第４条 補助金の対象とする業種は、次の各号に掲げる業種とする。ただし、宗教活動又は政治活動 

 を目的とする事業は除く。 

(１)日本標準産業分類（令和５年総務省告示第 256号）に定める業種のうち、別表１に掲げる業種 

(２)その他市長が第１条に規定する目的に資すると認めた業種 

(補助の対象経費及び補助金の額) 

第５条 補助の対象経費及びその金額は、別表２のとおりとする。ただし、他の補助金等の交付を受け

ている経費については、補助対象経費から除くものとする。 

（交付期間） 

第６条 別表２補助項目１に対する補助金は、営業を開始した翌月から、24月の間に限り交付する。 

２ 前項の規定に関わらず、泉南市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を修了した者に対して

は、交付期間を 36月とすることができる。 

（交付の制限） 

第７条 別表２補助項目２から５に対する補助は、事業開始初年度の 1回限りとする。 

（交付申請） 

第８条 新たに空き店舗等に出店し、補助金の交付を申請しようとする者は、営業開始３月前から 14日

前までに、泉南市空き店舗等活用対策事業補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添付し、

市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる者

に対し、泉南市空き店舗等活用対策事業補助金交付決定通知書(様式第２号)を交付する。 

２ 市長は、前項に規定する審査及び調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、

速やかに当該申請者に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。 

（遵守義務） 

第１０条 前条の規定により交付の決定を受けた者（以下「補助対象者」という。）は、出店後３年以上、

事業を継続しなければならない。 

（変更、中止の承認申請） 

第１１条 補助対象者の変更や、事業費又は事業量の 10分の２以上の事業計画を変更、若しくは中止し

ようとするときは、泉南市空き店舗等活用対策事業変更承認申請書(様式第３号)を遅滞なく市長に提

出しなければならない。 

 （実績報告） 

第１２条 補助対象者は、別表２補助項目１については上半期（４月から９月）及び下半期（10月から

３月）の事業が完了したとき、また同補助項目２から５については、事業完了の日から起算して 90日

以内、又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の３月 31日のいずれか早い期日までに泉南市

空き店舗等活用対策事業実績報告書(様式第４号)を市長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第１３条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、交付す

べき補助金の額を確定し、泉南市空き店舗等活用対策事業補助金額確定通知書（様式第５号）により、

補助金交付対象者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 



第１４条 補助対象者は、前条の規定により確定した補助金の支払いを受けようとするときは、泉南市

空き店舗等活用対策事業補助金交付請求書（様式第６号）に必要な書類を添付し、市長に請求しなけ

ればならない。 

（補助金の交付時期） 

第１５条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書を受理した日から 30日以内に補助金を交付する

ものとする。 

（概算払） 

第１６条 市長は、前条の規定にかかわらず地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 162 条の規定

により、補助金等の交付目的を達成するため又は補助事業等の性質上、別表２補助項目２から５につ

いては、事業の完了前に補助金等を交付する必要があると認めるときは、別に市長が定めるところに

より、補助金等の交付決定額の全部又は一部を事前に概算払により交付することができる。 

２ 第 14条の規定は、補助金等の概算払の請求について準用する。その際は、泉南市空き店舗等活用対

策事業補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に請求しなければならない。 

３ 概算払を受けた者は、第 12条に規定する実績報告書を提出する際に、泉南市空き店舗等活用対策事

業補助金概算払精算書(様式第７号)を添えて提出しなければならない。 

（決定の取消し） 

第１７条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

(１)偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

(２)補助金等を他の用途に使用したとき。 

(３)補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(４)法令等に違反したとき。 

(５)その他補助事業等の実施に関して市長の指示に従わないとき。 

２ 前項の規定は、補助対象者等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用が

あるものとする。 

３ 市長は、第 1 項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合は、泉南市空き店舗等活用対

策事業補助金交付決定取消通知書(様式第８号)により、補助対象者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１８条 市長は、前条第 1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事 

業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて泉南市空

き店舗等活用対策事業補助金等返還命令書(様式第９号)により、その返還を命じなければならない。 

２ 市長は、補助対象者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命じなければならない。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 



 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年４月２４日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年６月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年５月２２日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、令和４年６月１０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和７年６月１日から施行する。 

 

賑わいエリア（第 1条関係） 

第 1条に定める賑わいエリアとは以下のとおりとする。 

１ 市内鉄道４駅を中心とした半径概ね５００ｍ以内の区域 

２ 府道樽井停車場樽井線沿いの店舗等（樽井駅から府道堺阪南線まで） 

３ 府道和泉砂川停車場線、市道信達樽井線沿いの店舗等（和泉砂川駅から国道 26号線まで） 

 

 

 

別表１（第４条関係） 

 

大分類 業種名称 

Ｇ 情報通信業 

Ｉ 卸売業、小売業 

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 

Ｏ 教育、学習支援業 

Ｐ 医療、福祉 
 

 

 

 

 

 

 



別表２（第５条関係） 

補助項目 内      容 補助率 補助限度額 

１ 家賃 

店舗等の１月分の家賃（敷金、礼金、仲介手数料等の賃

貸借契約に要する諸経費及び光熱費は含まない。）とす

る。 

 

１/２ 

※２/３ 

 

１月３万円 

※賑わいエリアにつ

いては４万円、さらに

賑わいエリア内で特

定業種を起業する場

合は１万円増額する 

２ 

店舗等

改修費 

 

（対象内） 

１ 既存設置物の処分に関する費用 

２ 改装費（内装、外装、給排水設備、空調及び電気照

明等設置に要する費用） 

３ 設計に要する費用 

４ 店舗部分と住宅部分の分離に関する工事費 

（対象外） 

１ 既存設置物を売却し対価を得る場合の処分に関す

る費用 

２ 建物本体に影響を与える増築、改築、外構、耐震工

事等 

３ 店舗部分と住宅部分の分離又は統合と関連がない

住宅部分の改修に関する工事費 

50万円 

※賑わいエリアにつ

いては 67 万円、さら

に賑わいエリア内で

特定業種を起業する

場合は５万円増額す

る 

 

３ 備品費 

（対象内） 

事業実施のために必要で店舗内据え置きと判断でき

るもの（１品３万円以上） 

（対象外） 

リース又はレンタルで調達したもの 

４ 
宣伝広

告費 

起業等に要する宣伝広告費（外注費含む） 

５ 
店舗等

買取費 

（対象外） 

土地の購入費 

 

100万円 

※賑わいエリアにつ

いては 135万円、さら

に賑わいエリア内で

特定業種を起業する

場合は 30 万円増額す

る 

※ 特定業種は、別表１の大分類 Iのうち中分類 58飲食料品小売業、大分類 Mのうち中分類 76飲食店、中

分類 77持ち帰り・配達飲食サービス業を指す。 

※ 補助金の額は対象経費の２分の１、賑わいエリアにおいては３分の２、又は限度額のいずれか低い額と

する。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

※ 補助項目２から４は、対象経費を合算するものとする。 

※ 店舗兼住宅における賃貸、改修及び買取の場合は、対象経費を店舗部分と住宅部分の面積により按分し、

補助金の額を求めるものとする。 

※ 消費税及び地方消費税額は仕入税額控除の対象となる場合は、補助対象経費に含まないものとする。 


